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健康保険を資格喪失した後に受けられる保険給付について

健康保険から給付が受けられる期間は、原則的には入社日（資格取得日）から退職日（資格喪失日の
前日）までです。例えば、保険証で病院を受診できるのは退職日までです（資格喪失日以降、保険証
を返さないで病院を受診してしまうと、保険給付分（医療費の７割）が後からけんぽ協会（健保組
合）より請求がきます）。
しかし、一部の保険給付には例外があります。皆様、ご存知でしょうか？

給付の種類 条件 備考

継続給付：退
職前から保険
給付を受けて
いる人が資格
を喪失した場
合

Ａ　傷病手当金

①退職日以前に継続して１年以上健康保険の被
保険者であったこと
かつ
②退職日時点で傷病手当金を受けられる状態に
あること

傷病手当金は受け始めの日
から１年６ヶ月間ですが、
退職後は在職中すでに支給
を受けた残りの期間につい
て受けることができます

Ｂ　出産手当金

①退職日以前に継続して１年以上健康保険の被
保険者であったこと
かつ
②退職日時点で出産手当金を受けられる状態に
あること

出産手当金は受け始めの日
から原則98日間ですが、退
職後は在職中すでに支給を
受けた残りの期間について
受けることができます

退職後に保険
給付を受ける
事由が生じた
場合

Ｃ　埋葬料
　　（埋葬費）

①上記Ａの退職後継続給付の傷病手当金を受給
中の者が死亡したとき
または
②上記Ａの退職後継続給付の傷病手当金を受け
なくなってから３ヶ月以内に死亡したとき
または
③被保険者であった者が資格喪失後３ヶ月以内
に死亡したとき

被保険者本人の死亡に限り
ます

Ｄ　出産育児一時金

①退職日以前に継続して１年以上健康保険の被
保険者であったこと
かつ
②退職日の翌日（資格喪失日）後、６ヶ月以内
に出産したとき

被保険者本人の出産に限り
ます

任意継続被保
険者の保険給
付※

Ｅ　傷病手当金

①退職日以前に継続して１年以上健康保険の被
保険者であったこと
かつ
②退職日時点で傷病手当金を受けられる状態に
あること

傷病手当金は受け始めの日
から１年６ヶ月間ですが、
退職後は在職中すでに支給
を受けた残りの期間につい
て受けることができます

Ｆ　出産手当金

①退職日以前に継続して１年以上健康保険の被
保険者であったこと
かつ
②退職日時点で出産手当金を受けられる状態に
あること

出産手当金は受け始めの日
から原則98日間ですが、退
職後は在職中すでに支給を
受けた残りの期間について
受けることができます

※任意継続被保険者には、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、傷病手当金・
出産手当金は、任意継続被保険者にはＥまたはＦに該当する場合を除き支給されません
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